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２０１９年度茨城県食品衛生監視指導計画実施結果 
 

茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室 

 

Ⅰ はじめに 

  「２０１９年度食品衛生監視指導計画実施結果」は，食品衛生法第２４条第５項の規定に基づ

き，２０１９年度の食品衛生関係の監視指導，食品の試験検査等の結果を公表するものです。 

  なお，本県においては，「茨城県食の安全・安心推進条例」（以下「推進条例」という。）の規定

に基づき「茨城県食の安全・安心確保基本方針」（以下「基本方針」という。）を策定し，その具

体的な行動計画にあたる「茨城県食の安全・安心確保アクションプラン」（以下「アクションプラ

ン」という。）を定め食品の総合的な安全・安心確保に取り組んでいることから，本計画において

も，関係機関との連携，食品等事業者（食品衛生法第３条第１項に規定する「食品等事業者」を

いう。以下同じ。）の監視指導，食品等の試験検査，食中毒等健康被害防止対策，食品表示の適正

化の推進,リスクコミュニケーションの推進等を柱に実施しました。 

 

Ⅱ 関係機関との連携に関する事項 

 １ 国との連携 

  ⑴ 厚生労働省との連携 

    総合衛生管理製造過程承認施設５施設，対米輸出水産食品加工認定施設２施設及び対ＥＵ

輸出水産食品加工認定施設２施設に対し，関東信越厚生局と合同で１０回の監視指導を実施

し，ＨＡＣＣＰシステムに基づく衛生管理の実施状況を確認した。 

  ⑵ 農林水産省と連携 

    食品表示法に基づく食品表示の適正化を図るため，農林水産省関東農政局茨城県拠点と協

議会の開催等，情報の共有化を図った。 

 ２ 他の都道府県等との連携 

   広域的な食中毒や違反・不良食品等の調査にあたっては，関係都道府県，政令市，中核市及

び保健所設置市と緊密な連携のもと，原因の究明，被害の拡大防止，違反食品等の速やかな排

除を行い，風評被害の防止に努めた。 

    ○広域食中毒事件（疑いを含む。）調査における連携 

県外へ調査依頼した食中毒事件数 ３１ 

県外から調査依頼を受けた食中毒事件数 ５８ 

    ○違反（不良）食品における連携 

県外へ調査依頼した違反（不良）食品数    ２０ 

県外から調査依頼を受けた違反（不良）食品数    ３６ 
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 ３ 庁内関係部局との連携 

   基本方針及びアクションプランとの整合・調和を図るため，庁内関係課（所）で構成する茨

城県食の安全・安心対策連絡会議等を開催し，全庁的な食の安全・安心確保対策について協議・

連携した。 

 

【茨城県食の安全対策連絡会議委員】 

部 局 委 員 

総 務 部 総務課私学振興室長 

県民生活環境部 生活文化課長 

保健福祉部 

部長，次長，企画監，疾病対策課長，健康長寿福祉課長，医療局薬務課長，子
ども政策局青少年家庭課長，水戸保健所長，衛生研究所長，県北食肉衛生検査
所長，生活衛生課長，生活衛生課食の安全対策室長 

営業戦略部 観光物産課長，販売流通課長 

産業戦略部 中小企業課長 

農林水産部 農業政策課長，産地振興課長，畜産課長，農業技術課長，林政課長，漁政課長 

教 育 庁 保健体育課長 

委員会代表 食の安全・安心委員会委員長，副委員長 

 

【茨城県食の安全対策連絡会議幹事会幹事】 

所 属 幹事 

総 務 部 総務課私学振興室担当者 

県民生活環境部 生活文化課消費者行政担当者，消費生活センター相談試験担当者 

保健福祉部 

企画室企画員，疾病対策課感染症・防疫担当者，健康長寿福祉課食育等担当者， 

医療局薬務課薬事担当者，子ども政策局青少年家庭課児童育成・母子福祉担当者， 

水戸保健所保健所食品衛生担当者，衛生研究所食品衛生検査担当者， 

県北食肉衛生検査所食肉衛生検査担当者，生活衛生課食品衛生担当者 

営業戦略部 観光物産課物産担当者，販売流通課販売戦略担当者 

産業戦略部 中小企業課団体担当者 

農林水産部 

農業政策課６次産業化，地産地消担当者，産地振興課農産振興担当者 

畜産課家畜衛生・安全担当者，農業技術課エコ農業推進，技術普及担当者 

林政課林政担当者，漁政課水産振興担当者 

教 育 庁 保健体育課学校給食担当者 
 

  ⑴ 農林水産部との連携 

   ア 残留農薬・動物用医薬品，有毒きのこ，貝毒等，生産段階における食の安全を確保する

ため，相互に連携して，県民に対する情報提供を行った。 

   イ 残留農薬等のポジティブリスト制度（食品中に残留する農薬，飼料添加物及び動物用医
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薬品について，一定量を超えて農薬等が残留する食品の流通を原則禁止する制度）の理解

を深めるため，市場関係者，生産者団体等に対し，農林水産部と連携し講習会を行った。 

   ウ 農畜水産物等の放射性物質検査については，平成２４年４月１日に施行された新基準値

を踏まえ，農林水産部と連携のうえ，四半期ごとに策定した検査計画に基づき検査を実施

し，その結果を速やかに公表した。 

  ⑵ 県民生活環境部との連携 

    食品等事業者における不当景品類及び不当表示防止法に基づく表示の適正化を図るため，

協議会の開催等，情報の共有化を図った。 

  ⑶ 教育庁との連携 

    学校給食施設の監視指導，教職員等の研修等を通じて，児童生徒への食品の正しい知識の

普及や情報提供を行った。 

  ⑷ 保健福祉部内の連携 

    流通食品の適正表示を推進するため，必要に応じて保健所担当職員と生活衛生課食の安全

対策室の食品表示法担当職員が合同で調査を実施した。 

    また，社会福祉施設及び病院給食施設等の監視指導，健康食品及び保健機能食品に関する

監視指導，食中毒（感染症が疑われる場合）の初動調査にあたっては，随時情報交換を行っ

た。 

    さらに，関係課が相互に連携し，事故防止の啓発を実施した。 

  ⑸ 茨城県食品表示監視協議会を通じた連携 

    農林水産省関東農政局茨城県拠点，独立行政法人農林水産消費安全技術センター，茨城県

警本部生活環境課，茨城県消費生活センター及び庁内関係課から構成される「茨城県食品表

示監視協議会」を２回開催し，情報の共有化や，必要に応じて相互に連携を図った。 

  ⑹ その他の連携 

    関係事務所間で，次のとおり連携して，食の安全・安心の確保に努めた。 

実施機関 連携機関 連携方法 連携項目 連携回数 

保健所 

関東信越厚生局 合同監視 ＨＡＣＣＰ施設   １０ 

農林事務所 合同指導 ＨＡＣＣＰ関係  ８ 

農協・事業者団体（干しい

も協議会）等 
講習会 ハサップ導入研修会   ２ 

県内市町村等 講習会等 食品衛生関係    ３ 

食品衛生協会 巡回等 食品衛生関係   １４ 

その他 巡回等 食品衛生関係   １５ 
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Ⅲ 立入検査結果 

  県内１２保健所に配置されている食品衛生監視員８８名が，食品等事業所５６，０１７施設に

対し，営業の危害度，過去の違反状況，営業形態や地域の特殊性等を勘案して区分したランク付

けに基づき，目標立入検査回数を定めて効率的な立入検査を行った。また，と畜場，大規模食鳥

処理場については，県内３ヶ所の食肉衛生検査所の食品衛生監視員が立入検査を実施するととも

に，認定小規模食鳥処理場については，各保健所の食鳥検査員が立入検査を実施した。 

  食品衛生法に基づく営業許可を有する施設については，目標に対して１２２．３％，茨城県食

品衛生条例関係施設は１２６．９％，給食施設は３３．０％，認定小規模食鳥処理場は１００％，

と畜場は１３０．４％，大規模食鳥処理場は１００％の実施率であり，給食施設を除き，ほぼ目

標を達成することができた。 

 

【営業施設に対する監視指導状況】 

※業種別監視指導状況等の詳細は表－１，表－２，表－３及び表－４を参照願います。 

総施設数
立入検査
目標回数

立入検査
実施回数

立入検査
実施率(%)

総施設数
立入検査
目標回数

立入検査
実施回数

立入検査
実施率(%)

総施設数
立入検査
目標回数

立入検査
実施回数

給食監視
実施率(%)

総施設数
立入検査
目標回数

立入検査
実施回数

立入検査
実施率(%)

計 49,143 18,370 22,471 122.3 5,642 2,645 3,356 126.9 1,232 1,232 406 33.0 56,017 22,247 26,233 117.9

合　　計
施設数

食品衛生法関係 食品衛生条例関係 集団給食施設等（不要許可）関係

 

【と畜場，食鳥処理場等に対する監視指導状況】 

総施設数
立入検査
目標回数

立入検査
実施回数

立入検査
実施率(%)

総施設数
立入検査
目標回数

立入検査
実施回数

立入検査
実施率(%)

総施設数
立入検査
目標回数

立入検査
実施回数

立入検査
実施率(%)

計 12 23 30 130.4 5 10 9 90.0 17 34 34 100.0

施設数
と　　畜　　場 大規模食鳥処理場 認定小規模食鳥処理場

 

 また，フグによる食中毒防止のため，「茨城県フグ取扱指導要綱」に基づく営業施設の届出の徹

底を図るとともに，フグの適正な取扱いを指導した。 

業  種 届出施設数 立入検査件数 

飲 食 店 営 業   ５７７ ２２８ 

魚介類販売業   ３８５ ５２２ 

魚介類加工業         ７        ５ 

合  計      ９６９ ７５５ 

 

Ⅳ 試験検査結果 

  県内で製造，加工，処理，販売等される食品等から不良食品等を排除することによって安全を

確保するため，保健所，食肉衛生検査所が，計画的に検体を採取し，試験検査機関が連携して試

験検査を行った。 

  さらに，計画的な収去検査とは別に，営業施設の監視指導に際して，食品全般を対象として，

食品の規格検査を実施し，成分規格等への適合性を検証した。 

  なお，微生物学的試験検査は，衛生研究所が実施し，理化学的試験検査は衛生研究所，県西食
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肉衛生検査所及び（一財）茨城県薬剤師会検査センター（食品衛生法に基づく登録検査機関）が

役割分担のうえ実施した。 

   ⇒いばらき食の安全情報 Web Site 

      http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/eisei_tokei/shiken_kensa_jyokyo/index.html 

１ 計画的収去検査 

  (1) 県内産農産物の残留農薬検査 

    県内で栽培・生産された農産物，２２種７０検体について，農薬の残留を検査した結果，

不適となった農産物はなかった。 

  (2) 県外産農産物の残留農薬検査 

     県外産の農産物，７種２０検体について，農薬の検査を実施したところ，不適となった

農産物はなかった。 

    〔検査対象農産物〕かぼちゃ５（北海道産５），だいこん５（北海道産２，青森県産２，福

島県産１），にんじん４（北海道産４），キャベツ３（群馬県産３），ピ

ーマン１（福島県産），ブロッコリー１（青森県産），トマト１（北海道

産） 

  (3) 輸入野菜残留農薬検査 

    県内に流通する輸入野菜８種５４検体について農薬の残留を検査したが，食品衛生法に基

づく残留基準に違反した農産物はなかった。 

    〔主な輸出国：中国，韓国，メキシコ等〕 

  (4) 輸入食品検査 

    輸入柑橘類，食肉類，冷凍食品，乾燥果実，ワイン，清涼飲料水等の細菌検査及び理化学

検査を，３６６検体について実施したところ，香辛料１検体から，食肉製品，鯨肉製品及び

魚肉ねり製品の製造基準を超過する芽胞数が検出された。当該輸入者に対しては，前述の製

品製造に使用することないよう指導した。 

〔主な輸出国名：中国,タイ,アメリカ,オーストラリア, スペイン,韓国等〕 

  (5) 農産物漬物の試験検査 

    県内に流通する農産物漬物５０検体について，大腸菌，腸炎ビブリオ，ソルビン酸，ソル

ビン酸カリウムについて検査を実施した結果，１検体で使用基準を超過するソルビン酸が検

検出された。当該製造者に対しては，添加物の使用基準を遵守するよう指導を行いました。 

    〔検査対象漬物〕塩漬け，甘酢漬け，たくあん漬け，しょう油漬け等 

  (6) 遺伝子組み換え食品検査 

    大豆加工食品の原材料である大豆１０検体について，遺伝子組換大豆の混入の有無を確認

した結果，混入した食品は確認されなかった。 
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  (7) 食品中に含まれるアレルゲン検査 

    加工食品５０検体について，乳，卵，小麦，そば，落花生，甲殻類の含有の有無及び含有

している場合の表示の適否を検査した結果，不適はなかった。 

  (8) 食肉の微生物汚染状況検査 

    食肉及び食肉加工品１１８検体について，カンピロバクター属菌等による汚染の有無の検

査を実施した結果，鶏肉９６検体中，７検体からカンピロバクター属菌が検出され，２１検

体からサルモネラ属菌が検出された。牛肉２１検体，牛豚合挽肉１検体からカンピロバクタ

ー属菌，サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌は検出されなかった。，また，特定加熱食肉製

品２検体について，成分規格の検査を実施した結果，不適となった検体はなかった。 

 

検  体 検体数 
ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ

属菌検出 

ｻﾙﾓﾈﾗ属菌 

検出 

腸管出血性 

大腸菌検出 

鶏  肉 ９６ ７ ２１ － 

牛  肉 ２１ ０ ０ ０ 

牛豚合挽肉 １ ０ ０ ０ 

鶏肉（特定加

熱食肉製品） 
１ － － － 

豚肉（特定加

熱食肉製品） 
１ － － ０ 

計 １２０ ７ ２１ ０ 

    ※ 腸管出血性大腸菌は，Ｏ２６，Ｏ１０３，Ｏ１１１，Ｏ１２１，Ｏ１４５，Ｏ１５７

について検査を実施 

 

  (9) 畜水産食品中の動物用医薬品検査 

    県内産の牛肉，豚肉，鶏肉，鶏卵及びはちみつ２９５検体について，動物用医薬品（抗生物

質，合成抗菌剤，内部寄生虫用剤）の検査を行ったところ，豚肉１検体から，残留基準値を超

える抗菌性物質が検出された。当該豚については全部廃棄を命じ，本県農林水産部に対し，残

留原因の究明及び生産者指導を依頼した。本事案後，当該生産者に係る残留防止対策の実施状

況を把握するため，当該生産農場から出荷された豚肉について，継続的にモニタリング検査を

実施し，基準に適合していることを確認した。 

 

検体 牛肉 豚肉 鶏肉 鶏卵 はちみつ 計 

検体数 ５６ １１９ ７０ ４０ １０ ２９５ 

不適検体数 ０ １ ０ ０ ０ １ 
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 ２ 監視指導等に併せて実施する収去検査 

上記の検査事業のほかに，夏期，年末，食中毒予防月間等を含む通常の監視指導の実施時に

以下の試験検査を実施した。 

 

品名 検査項目 実施検体数 
検査結果 

適合 不適合 

食品等全般 
食品等規格検査 

（細菌検査，理化学検査） 
３０８ ３０２ ６ 

    ※不適合の主な理由：衛生規範（弁当及びそうざい、洋生菓子）の細菌数基準超過など 

 

３ 収去以外の検査 

  ⑴ 魚介類中の環境汚染物質検査 

    県内で採取された魚介類２５検体について，水銀，ＰＣＢによる汚染の有無の検査を実施

したが，厚生労働省が定める暫定基準値を超えるものはなかった。 

  ⑵ 集団給食施設衛生管理検証検査 

    学校，病院，社会福祉施設などの集団給食施設で使用されている容器，調理器具，手指等

の清浄度確認のＡＴＰ検査を２，３６１件実施し，その結果に基づき，消毒の方法など衛生

管理の徹底を指導した。 

  ⑶ 二枚貝のノロウイルス等試験検査 

    県内で採取された「二枚貝」５検体を水産業者等から採取し，ノロウイルスの検査を実施

したところ，ノロウイルスが検出された検体はなかった。 

  ⑷ 食中毒発生時等食品に起因する事故発生時に実施する検査 

    県内施設を原因とする食中毒事件７件（２０１９年度中）等の発生に際し，原因究明及び

再発防止のために，患者や従事者の便，食品，手指，機械器具等１，２８７検体について，

細菌検査，ウイルス検査等を実施した。 

  ⑸ 認定小規模食鳥処理場微生物検査 

  県内の認定小規模食鳥処理場の衛生指導のため，１７の処理場を対象に，食鳥と体のふき

取りを中心に１３３検体について，病原細菌（サルモネラ属菌及びカンピロバクター属菌）

の検査を行ったところ，３５検体から病原細菌を検出したため，衛生的な解体処理について

指導を行った。 

 

４ と畜検査・食鳥検査 

   県内１２ヶ所のと畜場及び５ヶ所の大規模食鳥処理場で食用を目的として処理された牛，豚，

鶏等について，県北，県南及び県西食肉衛生検査所のと畜検査員及び食鳥検査員が検査し，以
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下のとおり食用に適さない食肉，食鳥肉の流通を防止した。 

   また，と畜検査においては，と畜検査集計システムを活用し，迅速なと畜検査に努めるとと

もに，と畜検査結果を速やかに生産者に情報提供した。 

  ⑴ と畜検査 

   ア 検査頭数 

     ２０１９年度の検査頭数は，1,310,980頭（県北：325,685頭，県南：544,871頭，県西：

440,424頭）で，前年度より 7,033頭（0.5％）増加した。 

     家畜別では，牛は 35,624頭，とくは 938頭，豚は 1,274,411頭，馬は 6頭，めん羊は 1

頭であった。 

   イ 検査結果に基づく処置状況 

           全部廃棄は，1,215頭(牛：236頭，とく：2頭，豚：977頭)であった。 

   ウ 精密検査（ＢＳＥを除く） 

     精密検査を実施した頭数は 583 頭で，検査の結果，全部廃棄 399 頭（牛 223 頭，とく 1

頭，豚 175頭，），一部廃棄 174頭の処分を行った。 

     全部廃棄の原因の主なものは，牛では牛白血病 119頭，敗血症 64 頭，豚では敗血症 147

頭，豚丹毒 25頭であった。 

  ⑵ 食鳥検査 

   ア 検査羽数 

     ２０１９年度の検査総数は，22,446,985羽で，前年度より 1,481,771羽減少した。 

     内訳は，ブロイラーが 2,840,229羽で，成鶏が 19,606,756羽であった。 

   イ 検査結果に基づく処置状況 

     とさつ及び解体の禁止は 176,583羽(前年度 289,112羽)で 112,529 羽（38.9％）減少し

た。 

     その内訳は，ブロイラーが 21,275羽（前年度 36,982羽）で 15,707 羽（42.5％）増加し，

成鶏が 155,308羽（前年度 252,130羽）で 96,822羽（38.4％）減少した。 

     このうち主な疾病は，ブロイラーにおいては，削痩及び発育不良 13,212羽，腹水症 6,475

羽，出血 972羽であり，成鶏においては腹水症 52,322羽，削痩及び発育不良 44,991羽，

放血不良 31,782 羽などが見られた。 

     全部廃棄は 53,580羽（前年度 56,668羽）で 3,088羽（5.4％）減少した。 

     その内訳は，ブロイラーが 6,168羽（前年度 9,530羽）で 3,047 羽（33.1％）減少し，

成鶏が 47,412羽（前年度 47,453羽）で 41羽（0.1％）減少した。 

     このうち主な疾病は，ブロイラーにおいては腹水症 4,507羽，敗血症 764羽であり，成

鶏においては腫瘍 18,545羽，削痩及び発育不良 6,424羽などが見られた。 
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 ５ ＢＳＥスクリーニング検査 

平成２９年４月１日から食肉として処理される生後２４ヶ月齢以上の牛のうち，生体検査に

おいて運動障害，知覚障害，反射又は意識障害等の神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈

する牛についてスクリーニング検査を実施する体制となった。２０１９年度はＢＳＥスクリー

ニング検査を実施した牛はなかった。 

 

 ６ と畜場及び食肉処理場における収去検査 

  ⑴ 食品中の残留有害物質モニタリング検査 

    厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部基準審査課長及び監視安全課長通知「れ

令和元年度畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査の実施について」に基づき，県内産の

牛及び豚について検査を行った結果，豚肉１検体から，残留基準値を超える抗菌性物質が検出

された。当該豚については全部廃棄を命じ，本県農林水産部に対し，残留原因の究明及び生産

者指導を依頼しました。本事案後，当該生産者に係る残留防止対策の実施状況を把握するため，

当該生産農場から出荷された豚肉について，継続的にモニタリング検査を実施し，基準に適合

していることを確認している。 

      （単位：件） 

畜種 
抗生物質 

簡易法 

抗生物質 合成抗菌剤 寄生虫 

駆除剤 

牛 ０／５６ ０／５６ ０／５６ ０／５６ 

豚 １／９０ １／９０ ０／９０ ０／９０ 

    ※ 表内の数字は，陽性頭数／検査頭数を示す。 

  ⑵ 食肉中の残留抗菌性物質検査 

    と畜検査により保留となった獣畜又は病畜として搬入された獣畜を対象として，残留抗菌

性物質検査を実施した。 

 

                                      （単位：頭） 

 牛 と く 

(１歳齢未満の牛) 
豚 合計 

乳用 肉用 

検 査 実 施 件 数 １０８ １１２ ６ ３０５ ５３１ 

陽性（筋肉で陽性を示したもの） ０（０） ０（０） ０（０） ３（３） ３（３） 

 



 10 

７ 食肉の衛生対策として実施した微生物検査 

  ⑴ 牛及び豚枝肉の微生物等検査 

    厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知「令和元年度と畜場における枝肉の微

生物汚染実態調査等について」に基づき，５５４検体のふき取り検査を行った。 

 

    各検査所の実施検体数（令和元年度） 

40

40

20

20

125

125

32

32

60

60

※　検査項目：一般細菌数，大腸菌群数

胸 部

胸 部

肛 門 周 囲 部

検 体 数

肛 門 周 囲 部

ふ き と り 部 位

胸 部

肛 門 周 囲 部
県 南

畜 種

県 北

豚

豚

豚

牛

牛

胸 部

県 西

検 査 所 名

胸 部

肛 門 周 囲 部

肛 門 周 囲 部

 

 

⑵ と畜場及び大規模食肉処理場内の衛生指導に係る微生物検査 

    と畜場の施設・設備，使用器具類及び枝肉４０２検体並びに大規模食鳥処理場の施設・設

備，使用器具類及び食鳥と体１７４検体のふき取り検査を行い,作業従事者等の衛生意識を高

めること及び解体作業を見直すことにより,衛生的な枝肉等の生産を行えるよう,衛生講習会

等の資料として活用した。 

 

Ⅴ リスクコミュニケーションの推進 

 １ 計画策定に係る意見募集 

   ２０１９年度茨城県食品衛生監視指導計画の策定にあたり，令和２年２月１４日から３月１

４日までの３０日間，県のホームページ（いばらき食の安全情報 Web Site）によって，広く県

民から計画への意見をいただいた。 
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   また，茨城県食の安全・安心委員会に諮り，有識者等からの評価・助言をいただいた。 

 

２ 食品衛生に関するリスクコミュニケーション 

  ⑴ 監視指導をはじめとする食品衛生行政について，広く県民の皆様にお知らせするために，

消費者や食品事業者等を対象とした情報提供と意見交換を行った。 

    また，県のホームページ（食の安全情報 WebSite），県広報紙ひばり等を通じて情報公開を

進めた。 ※ 食の安全情報 WebSite  http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/ 

  ⑵ 「食の安全に関する意見交換会」の開催 

    食の安全に関する「リスクコミュニケーション」の一環として，食の安全性について消費

者，生産者，営業者，行政等の関係者相互の情報共有及び意見交換を促進し，県民の食に対

する不安の軽減を図るとともに，行政に対する意見を聴取し，施策に反映させるため，県内

６地区で「食の安全に関する意見交換会」を開催した。 

 

     ２０１９年度食の安全・安心に係るリスクコミュニケーションの開催状況 

 

 

 

 

 

No. 
保健所

等 
日程 会場 テーマ，内容等 

参加 

者数 

1 
土浦 

保健所 

9月 2日（月） 

13：30～16:00 

雪印メグミルク株式

会社阿見工場 

【テーマ・内容】 

・プロセスチーズづくりと衛生管理につ

いて～HACCP手法による衛生管理とは～ 

32 

2 
筑西 

保健所 

9月 11日（水） 

13：30～16：00 

株式会社モンテール

つくば事業所 

【テーマ・内容】 

・HACCP 食品のさらなる衛生的な管理

について～甘いスイーツの甘くない衛

生管理～ 

33 

3 
水戸 

保健所 

9月 12日（木） 

13：30～15：30 

茨城県立健康プラザ 

 3階大会議室 

【テーマ・内容】 

・牛乳の風味差異って何？ 
90 

4 
日立 

保健所 

10月 24日（木） 

13：30～15：30 

高萩市総合福祉セン

ター研修室 

【テーマ・内容】 

・冷凍食品について 
46 

5 
潮来 

保健所 

10月 28日（月） 

13：00～14：30 

鉾田市旭地区学習等

併用施設 

【テーマ・内容】 

・輸入食品の安全性について～安全安心

な食品に係る取組み～ 

57 

6 

県南食

肉衛生

検査所 

11月 22日（金） 

9：35～10：40 

阿見町総合保健福祉

会館 

【テーマ・内容】 

・と畜場における衛生管理について 
43 

http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/
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 ３ 県民及び食品等事業者からの食品等の安全性に関する相談等に対する対応 

   県民及び食品等事業者からの相談に対し，迅速かつ丁寧に対応するとともに，必要に応じて

試験検査を実施することにより，科学的根拠に基づく明確な説明に努めた。 

 

   【２０１９年度食品衛生関係相談受付状況】 

 

          区  分 

 

 

 事  項 

受
理
件
数 

内訳 相談形式 処理区分 

営
業
者 

消
費
者 

面 

談 

電 

話 

文 

書 

試験・検査

を要した件

 数 

行政措置を

要した件数 

行政措置の内容 

指導を要し

た件数 
処分を行っ

た件数 

他の機関に

連絡した件

数 
 

不関 

良係 

食相 

品談 

等 

腐敗変敗関係 66 17 49 7 56 3   59 58   1 

異物混入関係 182 111 71 22 99 60   162 161   1 

表示関係 158 132 26 26 114 17   115 118     

器具及び容器包装関係 5 1 4   5     4 4     

添加物関係 1 1   1       1 1     

その他 187 50 137 20 155 11 2 147 137 3 9 

  小  計 599 312 287 76 429 91 2 488 479 3 11 

施関 

設係 

等相 

  談 

施設の衛生状態関係 90 27 63 5 80 5   70 70     

そ族，昆虫関係 15 3 12   13 2   13 13     

従業員の衛生関係 50 32 18 7 41 2   44 44     

  小  計 155 62 93 12 134 9   127 127     

施設の排水等関係相談 7 3 4   7     7 7     

その他の相談 7,738 6,990 748 5,656 1,850 101 5 5,823 5,702 1 9 

    合    計 8,499 7,367 1,132 5,744 2,420 201 7 6,445 6,315 4 20 

 
 

Ⅵ 一斉取締り 

 １ 夏期一斉取締り 

夏期に多発する食中毒等食品による事故の防止を図るとともに，積極的に食品衛生の向上を

図るため，厚生労働省が示している７月に加え，本県独自に８月まで期間を延長して「食品，

添加物等の夏期一斉取締り」を実施した。特に，腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター食中

毒の防止対策を中心に監視指導を実施した。 

 ２ 年末一斉取締り 

年末年始にかけて短期間に大量に流通する多種類の食品の安全確保を図るため，１２月１日
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から１２月２８日まで「食品，添加物等の年末一斉取締り」を実施した。特に漬物による食中

毒対策やノロウイルス対策を中心に監視指導や試験検査を実施した。 

 

Ⅶ 違反食品等の処理 

  立入検査時に発見した軽微な違反については，即時指導を行い，早急な改善を指示した。 

  また，違反（不良）食品を発見した際には，製造施設が県内の場合には管轄する保健所が調査

及び必要な措置を講じ，製造施設が県外の場合には，施設を管轄する自治体に通報し，措置依頼

するとともに，県外で発見された違反食品に係る通報があった際には，製造所を管轄する保健所

の食品衛生監視員が，迅速に調査を行い，食品の回収や再発防止に向けた指導を実施した。 

〔違反（不良）内容別状況〕 

異物混入 規格基準 カビ等発生 表示 その他 

４０ ２ ８ ０ ６ 

  〔異物の内容別状況〕 

毛髪 プラスティック類 金属類 虫 その他 

５ ５ ４ ８ １８ 

   

Ⅷ 食中毒等健康被害発生時の対応 

 １ 食中毒発生状況 

   ２０１９年度中に７件の食中毒が発生し，３７３名に健康被害があった。病因物質としては

ノロウイルス４件，カンピロバクター，腸管出血性大腸菌及び植物性自然毒が各１件であった。 

 ２ 食中毒発生予防のための情報提供 

   食中毒予防啓発用資材を配布して啓発したほか，データ放送等を活用した広報を展開し，ま

た，いばらき食の安全情報 Web Siteに加工食品の放射性物質検査結果，食の安全・安心に係る

リスクコミュニケーションに関すること，HACCP 導入型基準施設届出一覧等を掲載するなど，

インターネットによる情報提供に努めた。 

   また，公益社団法人茨城県食品衛生協会及び各地区食品衛生協会と協力し，「食品衛生相談会」

の開設や，「食中毒予防キャンペーン」など街頭での啓発活動を行った。 

 

Ⅸ 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の指導 

  食品営業者に対し，施設又は部門ごとに食品衛生管理者又は食品衛生責任者の設置を義務づけ，

その製造，加工，調理等の自主的な衛生管理を推進した。 
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 １ 食品衛生管理者及び食品衛生責任者の設置状況 

食 品 衛 生 責 任 者 

法
第
４
８
条 

第
６
項 

令
第
９
条 

栄
養
士 

調
理
師 

製
菓
衛
生
師 

食
鳥
処
理 

衛
生
管
理
者 

衛
生
管
理
責
任
者 

 

・
作
業
衛
生
管
理
者 

船
舶
料
理
師 

他
都
道
府
県
等 

条
例
免
許
等 

他
都
道
府
県
等 

養
成
講
習
受
講 

推
進
員 

養
成
講
習 

責
任
者
計 

155 13 861 10,314 481 25 2     0 0 4,190 750 32,546 49,337 

  

 ３ 食品衛生推進員の活動 

   ２０１９年度茨城県食品衛生推進員活動結果（件数） 

推進員数 
営業施設の  

巡回指導 

営業許可前 

指導件数 

広報活動 

協力延人数 

保健所事業協力 

（検便協力） 

１，２８１ ２４，７５５ ４０７ ２７９ ８７２ 

 

 ４ ＨＡＣＣＰシステムによる衛生管理の導入促進 

⑴ いばらきハサップ認証制度の推進 

    茨城県独自の「いばらきハサップ」認証制度により，９施設１０業種のＨＡＣＣＰ(Hazard 

Analysis Critical Control Point＝危害要因分析重要管理点）プランを認証した。 

   ２０１９年度いばらきハサップ認証施設数 

業  種 施設数 

食肉処理業 ２ 

菓子製造業 １ 

菓子製造業及びところてん製造業 １ 

そうざい製造業 １ 

そうざい製造業及び 

缶詰又は瓶詰食品製造業 
１ 

乳製品製造業 １ 

合 計 ７ 

  

⑵ ハサップ普及促進事業の推進 

    ＨＡＣＣＰシステムの概念に基づく食品の衛生管理を広く普及させるため，総合衛生管理

製造過程の承認対象外の食品の製造又は加工等を行っている者に対して，（公社）茨城県食品

衛生協会が行う「ハサップ普及促進事業」を支援した。 
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   ２０１９年度ハサップ普及促進事業認定施設数 

業  種 件数 業  種 件数 

飲食店営業 ４ 菓子製造業 ７ 

食肉販売業 １ 漬物製造業 ４ 

食肉処理業 ３ 野菜加工業 ４ 

乳製品製造業 １ 干しいも加工業 ２ 

そうざい製造業 ２ その他の加工業・製造業 ７ 

酒類製造業 １ 合 計 ３３ 

 

Ⅹ 食品表示の適正化の推進 

  食品表示法に基づく食品表示に関する講習会を開催するなど，事業者の自主的な取組みを支援

するとともに，小売店等に対し食品表示の確認及び指導を実施した。 

 １ 食品適正表示推進員養成事業 

   食品売り場責任者や食品製造業者を対象に，加工食品及び生鮮食品の表示に関する講習会を

県内２会場で実施し，「食品適正表示推進員」を養成することにより，食品事業者の自主的な取

組みを支援した。 

   また，過去に養成講習会を修了した者に対するフォローアップを目的とした実践講習会を県

内１会場で実施した。 

  〔食品適正表示推進員養成者数〕加工食品コース １２４名  生鮮食品コース  １７名 

  〔実践講習会受講者数〕２２名 

 

 ２ 食品表示に関する研修会の開催 

主に食品関連事業者を対象とした食品表示法等に関する研修会を１回で開催し，５８名が受

講した。 

 

 ３ 事業者等に対する出前方式による研修 

   事業者等が開催する食品表示等に関する研修に講師として県職員を派遣し，食品表示法に基

づく食品表示の講義を行った。 

   〔派遣回数〕２４回（参加人数：１，０５７名） 

 

【参考】 

  上記１～３に示す他，次の事業を実施し，食品表示の適正化を推進した。 
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  ・小売店等に対する食品表示巡回指導 

    県内の小売店等を対象に，７３店舗に対する巡回指導を実施し，適正表示に向けた指導を

行った。 

 

Ⅺ 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上 

 １ 食品衛生監視員，と畜検査員，食鳥検査員及び検査担当職員等の資質の向上を図るため，技

術研修，法令研修等を実施するとともに，各種学会等に積極的に参加した。 

実施機関 対  象 実施方法 実施項目 実施人数 

保 健 所 

衛 生 研 究 所 

食品衛生監視員 

研修会，講習会，学

会，リスコミ，セミ

ナー等 

食品衛生監視員研修，厚生労働省派遣

研修，疫学研修，ＨＡＣＣＰ研修 

食の安全に関するリスクコミュニケ

ーション，食品表示セミナー等 

１６２ 

食鳥検査員 研修会，講習会等 食鳥肉衛生技術研修等 １６ 

食肉衛生検査所 

と畜検査員及び 

食鳥検査員 
研修会，研究会等 

全国食肉衛生検査所協議会研修，食肉

衛生技術研修，食鳥肉衛生技術研修等 
 ６７ 

食品衛生監視員 研修会，学会等 食品衛生監視員研修等  ３ 

試験検査担当 研修会 理化学検査関係(HPLC,LCMSMS)   ２０ 

 

２ 食品等事業者の自主的衛生管理を担う者の養成及び資質の向上 

食品等事業者の自主的衛生管理を担う者の養成及び資質の向上を図るため，食品等事業者に対

する食品衛生講習会を開催したほか，（公社）茨城県食品衛生協会等関係団体の取組を支援した。 

 

実施機関 対  象 実施方法 実施項目 実施人数 

保健所 

食品営業者 講習会 食品衛生 １０，５５６ 

食品衛生責任者 講習会 責任者養成・実務者講習  ２，２５４ 

給食施設従事者（栄養士含む。） 講習会 食品による健康被害防止  １，２４１ 

その他（食生活改善推進員，一般

消費者等） 
講習会 

食品による健康被害防止 
   ８４４ 

食 肉 衛 生 

検 査 所 

と畜場管理者，責任者及び 従事

者 
講習会 

と畜場の衛生管理 

微生物制御 
６３８ 

食鳥処理場の経営者，責任者及び

従事者 
講習会 

食鳥処理場の衛生管理 

微生物制御 
２９７ 
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様式1-1（法関係）

営業禁止 営業停止 物品廃棄 無 許 可

命    令 命　  令 命　  令 営　  業

一 般 食 堂 ・ レ ス ト ラ ン 等 6 18 1 3 3 6 74 74 6228 2074 3 28 6315 2203 1979 1 10

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 2 6 2 4 1039 1039 10 20 1053 1069 747 1 2

旅 館 3 9 1 2 753 753 48 50 805 814 822 1

露 店 営 業 313 61 313 61 95

自 動 車 営 業 617 125 617 125 205

自 動 販 売 機 252 51 252 51 47

そ の 他 8 24 2 6 7 14 178 178 386 129 16506 2932 10 118 17097 3401 7298 2 10

小 計 19 57 4 11 12 24 2044 2044 6614 2203 17688 3169 71 216 26452 7724 11193 4 23

1 2 5 10 2853 2853 6 2 33 7 7 27 2905 2901 1949 1 5

13 13 1 14 13 25

56 56 1 57 56 71

4 4 4 4 3

店 舗 3 9 1 3 1 2 32 32 1116 349 26 540 1179 935 1240

自 動 車 営 業 63 16 63 16 9 1

包 装 魚 介 類 2304 460 7 132 2311 592 809 1

小 計 3 9 1 3 1 2 32 32 1116 349 2367 476 33 672 3553 1543 2058 2

14 14 3 60 17 74 63

22 22 22 22 25

2 4 229 229 13 4 21 4 2 36 267 277 243 1

85 85 85 85 56

自 動 販 売 機 3793 758 3 36 3796 794 828

そ の 他 390 75 390 75 355

小 計 4183 832 3 36 4186 868 1183

24 24 24 24 19

126 126 351 65 477 191 239

自 動 販 売 機 1237 248 1237 248 156

そ の 他 4120 814 8 180 4128 994 1698

小 計 5357 1062 8 180 5365 1242 1854

1 2 194 194 4 199 196 155

店 舗 1 2 894 299 7 132 902 433 806

包 装 食 肉 2742 548 12 264 2754 812 1076 1

小 計 1 2 894 299 2742 548 19 396 3656 1245 1882 1

1 3 67 67 68 70 65

8 8 8 8 24

39 39 1 3 40 42 60

5 5 5 5 9

183 183 183 183 97

23 23 23 23 21

58 58 58 58 60

60 60 60 60 23

1 2 186 186 187 188 139

35 35 2 1 37 36 26

2 4 294 294 296 298 172

2 4 3 6 666 666 2 1 673 677 540 2

77 77 1 3 78 80 59

82 82 82 82 86

17 17 1 24 18 41 35

11 11 31 7 2 36 44 54 37

22 66 10 24 27 55 7507 7507 8643 2857 32773 6170 161 1691 49143 18370 22471 5 34

食 品 の 放 射 線 照 射 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

氷 雪 販 売 業

計

豆 腐 製 造 業

納 豆 製 造 業

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業

添 加 物 製 造 業

製造業

み そ 製 造 業

醤 油 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

食 肉 処 理 業

販

売

業

食

肉

食 肉 製 品 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

喫

茶

店

営

業

あ ん 類 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業

乳

類

　

　

　

販

売

業

集 乳 業

魚

介

類

　

　

　

　

　

販

売

業

魚 介 類 せ り 売 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業

　

飲

食

店

営

業

あ

菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 製 造 業

乳 処 理 業

特 別 牛 乳 さ く 取 処 理 業

乳 製 品 製 造 業

施設数
立入検査

目標回数
施設数

立入検査

目標回数
施設数

告発件数

立入検査

目標回数
施設数 その他

立入検査

目標回数
施設数

立入検査

目標回数
施設数

処　　分　　件　　数　

改善命令

ランクⅢ ランクⅣ
立入検査

実施回数

その他

立入検査実施結果

実施機関 全保健所　（食肉衛生検査所を除く）

業　　　　種　（　施　設　）

ランクⅠ

立入検査

目標回数
施設数

ランクⅤ 独自ランク

総施設数
延べ立入検

査目標回数
立入検査

目標回数

ランクⅠ

（行政処分）
ランクⅡ

営業許可

取消命令

マ ー ガ リ ン 又 は

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業
（ 上 記 又 は 下 記 以 外 ）

シ ョ ー ト ニ ン グ

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業

マ ー ガ リ ン 又 は

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業
（ 上 記 又 は 下 記 以 外 ）

シ ョ ー ト ニ ン グ

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業

マ ー ガ リ ン 又 は

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業
（ 上 記 又 は 下 記 以 外 ）

シ ョ ー ト ニ ン グ

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業

マ ー ガ リ ン 又 は

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業
（ 上 記 又 は 下 記 以 外 ）

シ ョ ー ト ニ ン グ

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業

マ ー ガ リ ン 又 は

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業
（ 上 記 又 は 下 記 以 外 ）

シ ョ ー ト ニ ン グ

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業
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様式1-2（食品衛生条例関係）

営業禁止 営業停止 物品廃棄 無 許 可

命    令 命　  令 命　  令 営　  業

9 3 9 3 2

4627 810 30 600 4657 1410 2685

漬 物 製 造 業 156 312 422 422 578 734 340

魚 介 類 加 工 業 11 22 287 287 3 60 301 369 247

そうざい半製品等製 造業 9 18 74 74 1 24 84 116 72 1

液 卵 製 造 業 13 13 13 13 10

小 計 176 352 796 796 4 84 976 1232 669 1

176 352 796 796 4636 813 34 684 5642 2645 3356 1

様式1-3（集団給食施設等関係）

実施機関

営業禁止 営業停止 物品廃棄

命    令 命　  令 命　  令

学 校 195 195 195 195 77

病 院 ・ 診 療 所 96 96 96 96 74

事 業 所 19 19 19 19 8

そ の 他 集 団 給 食 施 設 922 922 922 922 247

125

1 2 2 4 3 3 363 26 3621 32 565

16 242 825 242 245

1 2 77 318 8775 320 328

96 826 8040 826 772

9 11

3 72 82 72 56

2 2

1 1 3 49 8858 50 48

1 2 3 6 1236 1236 558 1533 31569 2774 2433

様式1-４（と畜場法及び食鳥処理法関係）

無 許 可

営　  業

12 23 30

5 10 9

17 34 34

37 69 74

様式1-5（いばらきハサップ認証施設関係：再掲）

無 許 可

営　  業

64 52 89

64 52 89

様式1-6（食品等輸入者に係る施設関係）

無 許 可

営　  業

60 60 26

60 60 26

立入検査実施結果

告発件数

許可取

消命令

禁止命

令

停止命

令
制限命令

改善命

令

実施機関

処　　分　　件　　数　

その他

許可取

消命令
その他

業　　　　種　（　施　設　）
総

施設数

延べ立入

検査目標

回数

立入検

査

実施回

数

処　　分　　件　　数　

禁止命

令

停止命

令
制限命令

器 具 ・ 容 器 包 装 ， お も ち ゃ

製 造 業 又 は 販 売 業

改善命

令
その他

告発件数

計

全保健所

延べ立入

検査目標

回数

立入検

査

実施回

数
その他

食 品 等 輸 入 者 に 係 る 施 設

いば ら き ハ サ ッ プ 認 証 施 設

計

業　　　　種　（　施　設　）
総

施設数

処　　分　　件　　数

計

計

大 規 模 食 鳥 処 理 場

認 定 小 規 模 食 鳥 処 理 場

実施機関

全保健所・全食肉衛生検査所

全保健所

と 畜 場

立入検

査

実施回

数

実施機関

処　　分　　件　　数　

許可取

消命令

禁止命

令

停止命

令

総

施設数

延べ立入

検査目標

回数

立入検査

目標回数

立入検査

実施回数
立入検査

目標回数

ランクⅠ

氷 雪 採 取 業

食 品 製 造 業

野 菜 果 物 販 売 業

延べ立入検

査目標回数

施設数施設数
立入検査

目標回数

ランクⅢ ランクⅣ

施設数施設数

ランクⅠ

（行政処分）

施設数
立入検査

目標回数

立入検査

目標回数
施設数

立入検査

目標回数

ランクⅡ

総施設数

施設数

独自ランク

立入検査

目標回数

ランクⅠ

（行政処分）
ランクⅡ ランクⅢ ランクⅣ ランクⅤ

立入検査

目標回数

立入検査

目標回数
施設数 施設数

業　　　　種　（　施　設　）
施設数

立入検査

目標回数

立入検査

目標回数
施設数

立入検査

目標回数
施設数

立入検査

目標回数
施設数

ランクⅠ

行 商

計

業　　　　種　（　施　設　）

そ う ざ い ・ 弁 当 類 販 売 業

製

造

業

等

業　　　　種　（　施　設　）

食 品 販 売 業 （ 上 記 以 外 ）

乳 さ く 取 業

給

食

施

設

菓 子 (パ ン を含 む 。 )販 売 業

添 加 物 の 販 売 業

添 加 物 ( 法 第 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 規

格 が 定 め ら れ た も の を 除 く 。 ) の 製 造 業

告発件数

その他制限命令
改善命

令
その他

総施設数

全保健所実施機関

全保健所

独自ランク

施設数

処　　分　　件　　数　

立入検査

目標回数

営業許可

取消命令

延べ立入検

査目標回数

告発件数

その他改善命令

立入検査

実施回数

ランクⅤ

告発件数

その他

その他
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収去等検査実施結果（平成３１年４月～令和２年３月）

適合 不適合

県内農畜産物残留農薬検査 県内産農畜水産物（野菜、果物、米） 残留農薬 70 70 70 0 100.0%

県外産農産物残留農薬検査 県外産農産物（野菜） 　 20 20 20 0 100.0%

輸入野菜残留農薬検査 輸入野菜（野菜） 残留農薬 50 54 54 0 108.0%

輸入食品検査

食品等輸入者が取扱う食品検査

遺伝子組換え食品検査
加工食品（じゃがいも、とうもろこし、大
豆、なたねの加工食品）

組換え遺伝子 10 10 10 0 100.0%

食品中の動物用医薬品検査 豚肉、鶏肉、鶏卵、はちみつ
動物用医薬品等（抗生物質、合成抗菌
剤、内寄生虫用剤等）等

100 99 99 0 99.0%

食肉の試験検査
食肉、焼き鳥等、生食用食肉（牛の食肉
（内臓を除く））

サルモネラ、カンピロバクター、腸管出血
性大腸菌、腸内細菌科菌群

120 120 120 0 100.0%

アレルギー物質食品検査 加工食品 卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生 50 50 50 0 100.0%

漬物の試験検査 漬物 大腸菌、腸炎ビブリオ、食品添加物 50 50 49 1 100.0%

食品の放射性物質検査 一般食品、飲料水、乳児用食品、牛乳 放射性セシウム 100 102 102 0 102.0%

監視指導等収去検査 食品等全般 食品等の規格検査等 308 302 6

935 1249 1241 8 100.6%

魚介類中の環境汚染物質検査（買上げ） 県内産魚介類 水銀、PCB 25 25 25 0 100.0%

県内産二枚貝のノロウイルス検査 県内産二枚貝（カキ、はまぐり、ホッキ貝） ノロウイルス 5 5 100.0%

県内産「ひらめ」の寄生虫検査 県内産「ひらめ」 粘液胞子虫（クドア） 5 5 100.0%

35 35 25 0 100.0%

集団給食施設衛生管理検証検査
集団給食施設（施設・設備、容器、機械
器具類等）

清浄度 2400 2361 98.4%

食中毒等発生時検査 細菌検査、理化学検査、ウイルス検査 便、食品、手指、機械器具等 1287

認定小規模食鳥処理場微生物検査 食鳥とたい、食鳥中抜きとたい、施設等 サルモネラ、カンピロバクター 100 133 133.0%

苦情食品（異物混入・異臭等）検査 食品等全般 異物検査、化学物質検査、細菌検査 0

2500 3781 0 0 99.8%

目標達成率％
（Ｂ/Ａ)※

区分 項目 品名 検査項目 実施検体数(B)
結果

目標検体数（Ａ）

収
去

合　　計

買
上
げ

そ
の
他

合　　計

※目標達成率（B/A）の算出あたっては、目標検体数（A)がある項目のみ実施検体数（B)にを計上した。

1 100.3%
柑橘類、食肉類、魚介類加工品、冷凍食
品、食肉製品、菓子、穀物、乾燥果実等

食品等の規格基準検査、食品添加物等 365 366 365

合　　計
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適合 不適合

収去
食品中の動物用医薬品検査
（保健所収去：再掲）

豚肉，鶏肉、鶏卵、はち
みつ

抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用
剤

100 99 99 0 99.0%

輸入食品検査（保健所収去：再掲） 食肉類
抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用
剤

95 95 95 0 100.0%

と畜場における残留有害物質モニタリング検査 枝肉
抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用
剤

150 146 145 1 97.3%

大規模食鳥処理場における動物用医薬品検査
食鳥と体、食鳥中抜きと
体

抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用
剤

50 50 50 0 100.0%

と畜場及び大規模食鳥処理場における動物用
医薬品の確認検査

枝肉，食鳥とたい，食鳥
中抜きとたい

抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用
剤

1 0 1

395 391 98.7%

その他 と畜場における枝肉の微生物等汚染実態検査 枝肉
一般細菌数、大腸菌群数、大腸菌
数、腸管出血性大腸菌

490 554 113.1%

と畜場における牛枝肉のグリア繊維性酸性タン
パク（GFAP）汚染実態検査

牛枝肉 グリア繊維性酸性タンパク（GFAP） 280 288 102.9%

と畜場における衛生指導に係る微生物等汚染
実態検査

枝肉、器具、施設等
一般細菌数、大腸菌群数、大腸菌
数、腸管出血性大腸菌

330 402 121.8%

と畜場における保留等獣畜の残留有害物質検
査

枝肉
動物用医薬品（抗生物質、合成抗菌
剤、内寄生虫用剤等）等

511 510 1

放射性物質検査 牛枝肉 放射性セシウム 36,561 36,561 0

大規模食鳥処理場における動物用医薬品搬入
養鶏場モニタリング検査

食鳥腎臓
動物用医薬品（抗生物質、合成抗菌
剤、内寄生虫用剤等）等

1,500 1,908 1,908 0 127.2%

大規模食鳥処理場における微生物検査
食鳥とたい、食鳥中抜と
たい、施設等

一般細菌数、大腸菌群数、大腸菌数
等

250 174 69.6%

2,850 40,398 116.7%

合　　　計

合　　　計

検査結果（判明分） 目標
達成率％

（Ｂ/Ａ)
区　　分 項目 品名 検査項目

目標検体
数（Ａ）

実施
検体数(B)

 


